
  きらっと☆とよかわっ！ 

愛知県 豊川市 
 

   

東三河８市町村による 
水質検査協力に関する協定書を締結しました 

【お問合せ先】 

豊川市 上下水道部 水道整備課浄水場 場長 宇野 

TEL:0533-92-1616 

Eメール：josuijo@city.toyokawa.lg.jp 

令和６年３月２２日 

豊川市政記者クラブ加盟社 各位   豊橋市、新城市、田原市同時発表 

 

  

 

 

 

 

豊川市は、愛知県水道広域化推進プランに基づき、水道水の水質検査について、

豊橋市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町及び豊根村と「水質検査協力

に関する基本協定書」を締結しました。 

１ 協定締結日 

令和６年３月１５日（金）(令和６年４月１日施行) 

２ 協定書の内容 

水道事業体の責務である水道水質検査業務について、東三河８市町村において

水質検査に係る業務の協力体制を構築することにより安定性と信頼度を高め、

各水道事業の基盤強化を図ることを目的とした協定です。 

※本協定は基本的事項を定めるものであり、実施にあたっては、別途契約等を締

結して行います。 

＜相互協力する内容＞ 

・協定者間による水質検査委託 

・水質検査結果評価に関する助言 

・水質検査結果に係る知識・技術の相互共有 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


